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第1章 調査の概要

1.1 調査業務の目的

本事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下 「廃棄物処理法」という ）及び廃、 。

棄物処理法施行規則並びに福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例（以下「適正化

条例 という に基づき 平成１７年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から」 。） 、

提出された産業廃棄物の排出・処理状況に関する報告書を基に、平成１７年度の産業廃棄物

実態の推計を実施し、平成１７年度の排出・処理の状況に関する解析を実施するとともに、

産業廃棄物処理業者及び排出事業者に対し、報告の内容、集計結果の公表等に関する意識調

査を実施することにより、福島県における産業廃棄物の排出抑制及び適正処理の促進に活用

することを目的とした。

1.2 調査の内容

) 報告書データの電子化及びデータの整理1
平成 年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された産業廃棄物の17

。 。排出・処理状況に関する報告書のデーク（郡山市、いわき市分を含む ）の電子化を行った

電子化された各書式の記入内容のチェック、各様式間における整合性のチェックを行い、

記入不備等のデータの整備を行った。なお、電子化を行った報告書は、巻末の参考資料に示

した。

) 産業廃棄物の物流情報の整理、分析2
)のデータを基に、平成１７年度における福島県における産業廃棄物の排出及び処理情報1

（県外からの移入、県外への移出も含む）を整理、分析を行った。

) 産業廃棄物の排出・処理量の推計及び廃棄物処理計画の進行管理状況の分析3
)の結果等から 平成 年度の産業廃棄物の排出・処理量の推計を行うとともに 推計結1 17、 、

果と福島県廃棄物処理計画 平成 年 月 で定めた目標値等との突合・分析を行い 計画（ ） 、18 3
の進捗状況のとりまとめを行った。

) アンケート調査4
処理業者及び排出事業者に対して意識調査を実施し、報告書の項目、報告書の電子デーク

による提出（行政からの通知を含む）等に関する問題点、県からの情報提供のあり方等につ

いてとりまとめを行った。なお、アンケート調査票は、巻末の参考資料に示した。

) 「福島県廃棄物処理計画進行管理システム」の更新等5
)のデータを基に、現行の「福島県廃棄物処理計画進行管理システム」にデータを更新す1

るとともに、 )、 ）の分析等がシステム上で行えるよう分析ツールの更新を行った。2 3
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1.3 各種報告書の報告状況

平成 年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された産業廃棄物の17
排出・処理状況に関する報告書 郡山市 いわき市分を含む の報告状況は 表 のとお（ 、 。） 、 1.1
り、処分業者 件、収集運搬業者 件、事業者（多量（指定）排出事業者・施設設置181 1,508
事業者） 件となっている。397

表 報告者属性別・所管別の報告数、報告状態1.1

注 )表中の「電子報告数」とは、報告書を電子メール及びフロッピーディスク等電子媒体で提出されたものであ1
る。

報告された報告書のデータ数（データベースに登録されたレコード数）は、表 のとお1.2
りであり すべての様式で 件となっており このうち 件が電子媒体で報告さ、 、118,330 52,768
れた情報である。

表 報告様式別のデータ（行）数、報告状態1.2

注 )表中の( )内の数値は、電子報告数の内数。1
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1.4 各種報告書のデータ整備及び産業廃棄物の排出・処理状況の整理

)産業廃棄物処理業者の報告書の整備1
( )物流情報の整理1
平成 年度実績として産業廃棄物処理業者の実績報告書の情報は 廃棄物の種類 量 委17 、 、 、

託者（排出事業者）及び所在地、処分業者名及び処分方法、処分先所在地等の整備を行い、

更に、排出事業者及び所在地と処分業者及び所在地の関係から、表 に示す物流コード2.2
に基づき整理した。

なお 委託者の排出事業者と業者 中間処理残さ物を委託 の識別は 委託者の名称と所、 （ ） 、「

在地」と「県内の中間処理業者と処理施設所在地」のマッチングを行った。

表 物流フローの整理内容2.2
情 報 ソ 流 れ 処分 物流コード(委託者) 備考

ース 区分 事業者 業 者 自社

処分業 県内→県内 中間 ア サA

の報告 県内→県内 最終 イ シB

県外→県内 中間 ウC

県外→県内 最終 エD

収集運 県内→県外 中間 カ ソE

搬業の 県内→県外 最終 キ タF

Ａ、アとの重複情報のため集計しない報告 県内→県内 中間 Q R

Ｂ、イとの重複情報のため集計しない県内→県内 最終 S T

Ｃ、ウとの重複情報のため集計しない県外→県内 中間 U V

Ｄ、エとの重複情報のため集計しない県外→県内 最終 W X

( )排出事業者の産業分類（業種）の整備2
( )の物流情報で整理した事業者 産業廃棄物排出事業者 及び自社分については 既存の1 （ ） 、

各種事業所名簿等を用いて、業種コードを整理した。
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)事業者の報告書の整備2
平成 年度の実績として 廃棄物処理法に基づく多量排出事業者実施報告及び適正化条例17 、

に基づく指定排出事業者の実績報告の情報は、事業者の業種、廃棄物の種類、量、処分方法

等の整備を行った。

また、紙くず、木くず、繊維くず及び動植物性残さについては、廃棄物処理法で、産業廃

棄物となる業種が指定されている。このため、指定された業種以外の事業所から発生した紙

くず、木くず、繊維くず及び動植物性残さについては、事業系一般廃棄物として除外した。

) 産業廃棄物の排出・処理量の推計3
産業廃棄物の発生及び処理は、排出事業者から発生し、自社処理と委託処理で構成される。

①委託処理

産業廃棄物処理業者の受託処理実績から把握することができる。

②自社処理

自社で完結（委託に回らない）する処理は、売却又は自社利用、自社での脱水、焼却処

理等による減量、自社埋立である。これらの処理を有する事業者の大部分（量的カバ

ー）は、産業廃棄物の多量排出事業者であると仮定すると、廃棄物処理法に基づく多量

排出事業者実施報告及び適正化条例に基づく指定排出事業者から報告データで把握する

ことができる。

なお、①及び②の情報から把握できない要因を整理し、捕捉調査を実施した。

図 産業廃棄物の排出・処理量の推計方法の概略1.1

( )産業廃棄物処理業者からの処分及び収集運搬実績1
排出事業者より排出された産業廃棄物のうち、県内又は県外の中間処理又は最終処分業者

で処理された産業廃棄物について、委託者（排出事業者）を整理し、処理フローを把握した。
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図 処分実績及び収集運搬実績データからの処理フロー作成概念図1.2

( )排出事業者からの排出及び処理実績2
廃棄物処理法に基づく多量排出事業者実施報告及び適正化条例に基づく指定排出事業者の

実績報告より排出された産業廃棄物のうち、排出事業者内で処理が完結している自己減量化

量、自己再生利用量、自己埋立処分量について、処理フローを把握した。

( )捕捉調査3
( )、( )の情報から十分に把握できない、鉱業からの汚泥（砂利等の採集事業所内で脱水1 2

減量され埋め戻し等が行われているものであって、多量排出事業者に該当しない又は未報告

ものもの）等については、既存の各種資料等から情報の補完を行った。
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第2章 調査結果の概要

2.1 平成17年度の産業廃棄物の排出量

平成 年の 年間に福島県内で排出された産業廃棄物の排出量は 千トンとなって17 1 8,454
おり、種類別にみると汚泥が 千トン( )で最も多く、次いで、がれき類が 千4,474 53% 1,640
トン( ) 以下 ばいじんが 千トン( )で この 種類で を占めている (図19% 1,343 16% 3 88%、 、 、 。

)2.1

図 産業廃棄物の種類別の排出量2.1

業種別にみると、製造業が 千トン( )で最も多く、次いで、電気・ガス・水道業3,343 40%
2,472 29% 1,940 23% 3 9が 千トン( )、以下、建設業が 千トン( )となっており、この 業種で

を占めている。(図 )2% 2.2
平成 年度の排出量と比較して、排出量は 千トンの増加となっており、電気業からの15 67

ばいじん、下水道業からの汚泥の増加が主な要因である。なお、製造業の減少は、化学工業

からの汚泥の減少が主な要因である。



- 7 -

図 産業廃棄物の業種別の排出量2.2

排出量を地区別にみると いわき市が 千トン( ％)で最も多く 次いで 相双地区、 、 、3,062 36
が 千トン( ) 以下 県北地区が 千トン( ) 郡山市が 千トン( ) 県2,097 25% 851 10% 802 9%、 、 、 、

南地区が 千トン( )、会津地区が 千トン( )、郡山市を除く県中地区が 千ト728 9% 635 8% 205
ン( )、南会津地区が 千トン( )となっている。2% 74 1%

図 産業廃棄物の地区別の排出量2.3
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2.2 平成17年度の産業廃棄物の処理状況

平成 年度における産業廃棄物の処理状況をみると、排出量 千トンのうち、 ％17 8,454 96
8,101 4,268 5に当たる 千トンが中間処理量となっている。この中間処理により 千トン（

％）が減量されている。0
中間処理後の再生利用量（ 千トン）と直接再生利用（ 千トン）を合わせた再生利3,518 31

、 。 （ ）用量は 排出量の ％に当たる 千トンとなっている 直接最終処分量 千トン42 3,549 318
と中間処理後の最終処分量（ 千トン）を合わせた最終処分量は 千トンで、排出量の315 637
％となっている （図 ）8 2.4。

種類別の処理状況は、図 のとおりである。2.5

図 平成 年度の産業廃棄物の処理状況2.4 17

図 産業廃棄物の種類別の処理状況2.5
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2.3 廃棄物処理計画で定めた目標値に対する進捗状況

福島県廃棄物処理計画（平成 年 月）で定めた目標値に対する平成 年度時点での進18 3 17
捗状況をみると、図 、図 のとおりである。2.6 2.7

排出量は 下水道汚泥の増加及び電気業からのばいじんの増加に伴い 平成 年度の目標、 、 17
値である 千トンを若干超えている。また、最終処分量も電気業からの排出されるばい8,408
じんの増加に伴い目標量を若干超えている なお 再生利用量及び再生利用率は 平成 年。 、 、 17
度の目標値に対して量、率ともプラスで推移している。

図 廃棄物処理計画で定めた目標値に対する現時点の進捗状況（量ベース）2.6

図 廃棄物処理計画で定めた目標値に対する現時点の進捗状況（処理率ベース）2.7
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2.4 地域別の産業廃棄物の排出・処理状況

)地域別の産業廃棄物の排出量、搬出量1
平成 年度における産業廃棄物の排出量 千トンを地域別にみると図 のとおり17 8,454 2.8

である。また、排出事業者内での中間処理による減量及び排出事業者自らの再生利用量を除

いた搬出量でみると図 のとおりである。いわき市から排出される大量の汚泥は、排出事2.9
業者自らの脱水処理により大幅に減量するため、搬出量でみると相双地区が最も多くなって

いる。相双地区では火力発電所から搬出されるばいじんが主な産業廃棄物となっている。

図 地域別の産業廃棄物の排出量2.8

搬出量とは 排出事業者内での中間処理による減量及び排出事業者自らの再生利用量を除い、

た量であり、自社処分又は産業廃棄物処理業者で処理された量である。

図 地域別の産業廃棄物の搬出量2.9
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)県内の産業廃棄物処理業者の中間処理、最終処分2
平成 年度の 年間に県内で産業廃棄物処理業者が行った中間処理実績量 千トン17 1 2,736

を地域別にみると 図 のとおりである また 最終処分実績量 千トンを地域別にみ、 。 、2.10 439
ると図 のとおりである。2.11

図 地域別の産業廃棄物処理業者の中間処理実績量2.10

図 地域別の産業廃棄物処理業者の最終処分実績量2.11
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2.5 福島県廃棄物処理計画進行管理システムの更新結果

平成 年度実績として産業廃棄物処理業者及び排出事業者から提出された産業廃棄物の17
排出・処理状況に関する報告書のデーク（郡山市、いわき市分を含む ）等を基に 「福島県。 、

産業廃棄物処理計画進行管理システム」に情報登録し、福島県をとりまく産業廃棄物の物流

を整理した結果は、図 、図 のとおりである。2.12 2.13
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図 「福島県産業廃棄物処理計画進行管理システム （メインフロー）＜登録されたすべての産業廃棄物＞2.12 」
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図 「福島県産業廃棄物処理計画進行管理システム （メインフロー）＜福島県廃棄物処理計画進行管理用＞2.13 」
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第3章 産業廃棄物処理業者の実績

3.1 産業廃棄物処理業者の処分実績の概要

平成 年度における県内での中間処理量は 千トンとなっており このうち 千17 2,736 2,210、

トンが県内の排出事業者等から搬入され、 千トンが県外から搬入されている。526
県内の最終処分量は 千トンで このうち 千トンが県内の排出事業者等から搬入さ439 336、

れ、 千トンが県外から搬入されている。103
県外へ搬入された産業廃棄物は 千トンで、このうち中間処理が 千トン、最終1,080 1,073

処分が 千トンとなっている。7

図 産業廃棄物処理業者の処分実績の概要3.1

種類の処理状況をみると表 、図 ～図 のとおりである。3.1 3.2 3.4
)県内の中間処理業者の処分実績1
県内の中間処理業者の中間処理量 千トンを種類別にみると、がれき類が最も多くな2,736

っており、全体の ％を占めている。(図 )60 3.2
)県内の最終処分業者の処分実績2
県内の最終処分業者の最終処分量 千トンを種類別にみると、廃プラスチック類が最も439

多く、以下、燃え殻、ばいじん､がれき類､汚泥の順となっており､この 種類で全体の ％5 86
となっている。なお、廃プラスチック類は、県外からの搬入分が多くなっている。(図 )3.3
)県外へ搬出された処分実績（収集運搬実績より）3
県外へ搬出された 千トンを種類別にみると ばいじんが最も多く 全体の ％を占1,080 55、 、

めている。なお、県外へ搬出されたばいじんの ％は資源化されている。(図 )99 3.4
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図 県内の中間処理業者の処分実績3.2
図 県内の最終処分業者の処分実績3.3

図 県外へ搬出された処分実績（収集運搬実績より）3.4
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表 産業廃棄物収集運搬、処分実績報告データの単純集計3.1
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3.2 産業廃棄物処理業者の中間処理

県内の中間処理業者の中間処理量 千トンを処理地域別にみると、いわき市が 千2,736 664
トンで最も多く 次いで 会津地域が 千トン 県北地域が 千トンとなっている な、 、 、 。475 457

1,704 3.5 3.お、福島県（郡山市、いわき市を除く）所管では、 千トンとっている。(図 、表

)2
県内の中間処理施設で処理された実績量を委託元の地域別にみると、県内では県北地域が

千トンで最も多く、次いで、郡山市が 千トン、いわき市が 千トン、会津地域が501 418 352
千トンとなっている。(図 、表 )342 3.6 3.3

図 県内での中間処理業者の実績量（県内処理地域別）3.5

図 県内での中間処理業者の実績量（委託元の地域別）3.6
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での中間処理業者の実績量）3.2
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での中間処理業者の実績量：委託元の地域別）<その１>3.3
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での中間処理業者の実績量：委託元の地域別）<その２>3.3
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での中間処理業者の実績量：委託元の地域別）<その３>3.3
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での中間処理業者の実績量：委託元の地域別）<その４>3.3
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3.3 産業廃棄物処理業者の最終処分

県内の最終処分業者の最終処分量 千トンを処理地域にみると いわき市が 千トン439 161、

で最も多く、次いで、相双地域が 千トン、県北地域が 千トンとなっている。なお、139 98
福島県（郡山市、いわき市を除く）所管では、 千トンとっている。(図 、表 )268 3.7 3.4
県内の最終処分施設で処分された実績量を委託元の地域別にみると、県内では相双地域が

。93 68 66千トンで最も多く、次いで、いわき市が 千トン、県北地域が 千トンとなっている

(図 、表 )3.8 3.5

図 県内での最終処分業者の実績量（県内処理地域別）3.7

図 県内での最終処分業者の実績量（委託元の地域別）3.8
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での最終処分業者の実績量）3.4
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での最終処分業者の実績量：委託元の地域別）<その１>3.5
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での最終処分業者の実績量：委託元の地域別）<その２>3.5
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での最終処分業者の実績量：委託元の地域別）<その３>3.5
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表 産業廃棄物処分実績報告データの単純集計表（県内での最終処分業者の実績量：委託元の地域別）<その４>3.5
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第4章 産業廃棄物多量排出事業者の排出・処理実績

4.1 産業廃棄物多量排出事業者の排出・処理実績の概要

平成 年度における廃棄物処理法に基づく多量排出事業者からの実施報告及び適正化条17
例に基づく指定排出事業者からの実績報告は、前者が 事業者(前年度報告数 )、後者299 254
が 事業者(同 )で、 事業者であった。なお、その他年間の発生量が ｔ未満の報38 25 337 500
告が 事業所からあった。39
多量排出事業者等における平成 年度の排出量は 千トンとなっており 自社での17 7,000、 、

再生利用又は最終処分及び中間処理による減量化量の合計 千トンが、排出事業者内で4,170
完結した処理となっている。

産業廃棄物処理業者での委託処理量は、 千トンとなっている。2,830

図 産業廃棄物の多量排出事業者等の排出及び処理量4.1
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4.2 産業廃棄物多量排出事業者の属性

平成 年度における廃棄物処理法に基づく多量排出事業者からの実施報告及び適正化条17
7,000例に基づく指定排出事業者からの実績報告で集計された排出量（発生量－有価物量）

千トンを業種別にみると、製造業が 千トンで最も多く、次いで、電気・ガス・水道業3,822
が 千トン、以下、建設業が 千トン等となっている。(図 、表 )2,475 650 4.2 4.2

実績報告が提出された振興局、郡山市及びいわき市ごとにみると、いわき市が最も多く、

次いで、相双地域、県北地域、郡山市等となっている （図 、表 ）。 4.3 4.3

図 多量排出事業者等の排出量（業種別）4.2

図 多量排出事業者等の排出量（実績報告の提出先別）4.3
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表 多量排出事業者の実績報告データの単純集計表(事業系一般廃棄物を除く)4.1
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表 多量排出事業者の実績報告データの単純集計表(事業系一般廃棄物を除く)4.2
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表 多量排出事業者の実績報告データの単純集計表<地域別>(事業系一般廃棄物を除く)4.3
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第5章 産業廃棄物の排出・処理量の推計

5.1 産業廃棄物の排出・処理量の推計方法

)推計方法の概略1
17 5.平成 年度における産業廃棄物処理業者実績及び多量排出事業者実績を整理すると、図

に示す推計量となる。1
産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の排出量は 千トン、多量排出事3,265

4,170 7,435業者データに基づく自己完結 委託に回らない 量は 千トンで 両者の合計量は（ ） 、

千トンとなる。

また 産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の受託量 と 多量排出事業者、「 」 「

データに基づく委託処理量」を比較して、産業廃棄物処理業者データで捕捉されていない電

気業からのばいじん 千トンを換算し、 千トンの排出量となった （第１段階排出501 7,936 。

量）

更に、多量排出事業者データに基づく自己完結分として、把握できなかった鉱業からの汚

泥について、既存資料から捕捉調査を実施し 千トン加算した。518
その結果、平成 年度の排出量 千トンとなった。17 8,454
各断面の排出量を業種別、種類別にみると表 、表 のとおりである。5.1 5.2

図 推計方法の概略5.1
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表 産業廃棄物の排出量の推計の概略（業種別）5.1

表 産業廃棄物の排出量の推計の概略（種類別）5.2
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) 火力発電所からのばいじん2
県内の火力発電所 事業所の多量排出報告書で集計された委託処理量( 千トン)と処5 1,184

理業者実績で集計（受託量）された 事業所のばいじん( 千トン)の差（ 千トン）を5 683 501
計上した。

）鉱業からの汚泥3
鉱業から発生する砂利採取汚泥は、その殆どが自社で脱水処理され、脱水後の汚泥は採取

跡地に埋め戻し利用されている。脱水汚泥は委託処理されないため、産業廃棄物処理業者デ

15 17ータで把握することができない。そこで、平成 年度実績調査で得られた排出量と平成

年度の多量排出事業者報告データから未捕捉事業者分を算出し、得られた未捕捉分の排出量

に鉱業部門の県内総生産 表 の変動率 を乗じて 平成 年度の排出量を（ ） （ ） 、5.3 H17/H15 17
推計( 千トン)した。518
具体的な算出内容は、以下のとおりである。

鉱業からの汚泥の補正計算

① 平成 年度の鉱業汚泥の推計排出量 ｔ15 = 655,438
15 20,760t② 多量実績報告に基づく事業者の平成 年度時点の排出量：

③ 未捕捉事業者の平成 年度の排出量 (① ②)15 = 634,678t -
④ 鉱業部門の県内総生産の変動率 ( 万円 万円)= 0.816 8,665 /10,615
⑤ 平成 年度の未捕捉排出量 (③×④)17 = 517,897t

表 鉱業部門の県内総生産5.3

出典：福島県県民経済；福島県企画調整部情報統計領域
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）産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の排出量4
3,265 5.4産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の排出量 千トンの内訳は 表、

のとおりである （詳細なデータは表 ）。 5.5
なお、排出事業者（委託者）の産業分類（業種）から、紙くず、木くず、繊維くず及び動

植物性残さについては、廃棄物処理法で、産業廃棄物となる業種が指定されているため、指

定された業種以外の事業所から発生した紙くず、木くず、繊維くず及び動植物性残さについ

ては、事業系一般廃棄物として除外した。

表 産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の排出量5.4

① 業者中間処理量；県内排出事業者からの直送分( ) 千トンA 2,053
② 業者中間処理量；自社排出分(ｻ)※１ 千トン34
③ 業者最終処分量；県内排出事業者からの直送分( ) 千トンB 237
④ 業者最終処分量；自社排出分(ｼ)※１ 千トン3
⑤ 県外での中間処理量；県内排出事業者からの直送分( ) 千トンE 935
⑥ 県外での最終処分量；県内排出事業者からの直送分( ) 千トンF 2

計 千トン3,265
※産業廃棄物処理業者データで自社分として報告されたもの (主として 処理業と建設業等。 、

の両者を事業活動とする事業者のうち、処理施設で処理した量のうち自社分として報告され

たものを計上した。)
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表 産業廃棄物処理業者データに基づく県内排出事業者の排出量(事業系一般廃棄物を除く)5.5
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）多量排出事業者データに基づく排出量5
多量排出事業者データに基づくデータからは で記した 産業廃棄物処理業者データに、 ） 「4

基づく県内排出事業者の排出量」との重複しない、自己完結（委託に回らない）量 千4,170
トンを計上した。その内訳は、表 のとおりである （詳細データは表 ）5.6 5.7。

表 多量排出事業者データに基づく排出量（自己完結分）5.6

① 自社での直接再生利用量 千トン31
② 自社での直接最終処分量 千トン198
③ 自社での減量化量 千トン3,633
④ 自社での中間処理後の自己利用・売却量 千トン170
⑤ 自社での中間処理後の自己最終処分量 千トン138

計 千トン4,170
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表 多量排出事業者データに基づく排出量(事業系一般廃棄物を除く)5.7
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5.2 平成17年度の産業廃棄物の排出・処理量の推計結果

)平成 年度の産業廃棄物の排出量1 17
平成 年度における産業廃棄物処理業者実績及び多量排出事業者実績等から福島県内で17

排出された産業廃棄物の排出量の推計結果は以下のとおりである。

排出量は 千トンとなっており、種類別にみると汚泥が 千トン( )で最も多8,454 4,474 53%
く、次いで、がれき類が 千トン( )、以下、ばいじんが 千トン( )で、こ1,640 19% 1,343 16%
の 種類で を占めている。3 88%

業種別にみると、製造業が 千トン( )で最も多く、次いで、電気・ガス・水道業3,343 40%
2,472 29% 1,940 23% 3 9が 千トン( )、以下、建設業が 千トン( )となっており、この 業種で

を占めている。(表 )2% 5.8
排出業種を詳細にみると、製造業では、パルプ・紙製造業が 千トンで最も多く、次1,368

いで、化学が 千トンとなっており、この 業種で製造業全体の を占めている。電1,179 2 76%
気・ガス・水道業では、電気業が 千トンで最も多く、次いで、下水道業が 千トン1,473 844
となっており、この２業種で電気・ガス・水道業全体の を占めている。(表 )94% 5.9

表 平成 年度の産業廃棄物の排出量5.8 17
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表 平成 年度の産業廃棄物の排出量5.9 17
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)平成 年度の産業廃棄物の処理状況2 17
平成 年度における産業廃棄物の処理状況は図 のとおりであり 排出量 千トン17 5.2 8,454、

4,268 5のうち、排出事業者又は産業廃棄物処理業者の中間処理による減量化量が 千トン（

％ 、再生利用量が 千トン( )、最終処分量が 千トン( )となっている。0 3,549 42% 637 8%）

なお、図中における有償物量は、多量排出事業者実績から単純に集計したものであり、実

際には金属くず等の有償物が多量排出事業者以外の事業者からも発生しているものと推測さ

れる。ただし、これらの有償物は産業廃棄物処理業者実績データからの補完ができないこと

から本図においては、参考値として表示した。

図 平成 年度の産業廃棄物の処理状況5.2 17
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種類別に排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合をみると、図 のとお5.3
りである。

図 産業廃棄物の種類別の処理状況5.3

図 で示した産業廃棄物の処理フローについて、国等で用いられる簡易フローに置き換5.2
えると図 のとおりである。5.4

図 平成 年度の産業廃棄物の処理状況5.4 17
注 )直接再生利用量は、図 の( )の値である。1 5.2 G1
注 )直接最終処分量は、図 の( )、( )の合計値である。2 5.2 G2 G3a
注 )中間処理量は 排出量( )から直接再生利用量( )と直接最終処分量( )を差し引3 8,454 31 319、

いた値( )である なお 図 の自己中間処理量( ) 委託中間処理量( )8,104 5.2 4,625 3,489。 、 、

の合計が 千トンと図 の中間処理量より少なくなるが、これは、自中間処理残8,114 5.4
さが更に委託中間処理される重複分である。
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表 平成 年度の産業廃棄物の発生及び処理状況（その１）5.10 17
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表 平成 年度の産業廃棄物の発生及び処理状況（その２）5.10 17
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)平成 年度の産業廃棄物の地区別排出量3 17
平成 年度の 年間に福島県内で排出された産業廃棄物の排出量 千トンを地区別17 1 8,454

にみると、以下のとおりである。

平成 年度における産業廃棄物処理業者実績 多量排出事業者実績及び既存資料から得ら17 、

れた排出事業者の所在を地区別に集計する表 のとおりである。5.11
産業廃棄物処理業者実績データから得られた排出量のうち、排出者（委託者）の所在地が

正確 委託者が県内一括等で報告されているもの等 に判断できない数量が 千トン 排出（ ） （16
量の ％）となっている。0.2

表 平成 年度の産業廃棄物の地区別排出量（単純集計）5.11 17

排出地区が正確に判断できない数量について、正確に判断された地区別・種類別の排出割

、 、 。合と同様の構成で分布すると仮定し 各地区に割り振りした結果は 表 のとおりである5.12
なお、正確に判断できない地区の殆どが郡山市、いわき市を除く地区であることから、各地

区への割り振りは、郡山市及びいわき市を除く地区とした。
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地区不明を補正した地区別の排出量をみると、いわき市が 千トン( ％)で最も多3,062 36.2
く 次いで 相双地区が 千トン( ) 以下 県北地区が 千トン( ) 郡山、 、 、 、 、2,097 24.8% 851 10.1%
市が 千トン( )、県南地区が 千トン( )、会津地区が 千トン( )、郡802 9.5% 728 8.6% 635 7.5%
山市を除く県中地区が 千トン( )、南会津地区が 千トン( )となっている。205 2.4% 74 0.9%
本調査結果と平成 年度の調査値と比較すると図 のとおりである。なお、平成 年15 5.5 15

度値は、推計された県全体の推計排出量を各地区の経済指標（製造品出荷額、従業者数等）

を用いて配分されているが、本調査は報告者された排出者地区を集計したものである。

表 平成 年度の産業廃棄物の地区別排出量（地区不明の補正後）5.12 17

図 産業廃棄物の地区別の排出量5.5
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第6章 産業廃棄物処理実績等報告の提出等に関するアンケート調査結果

6.1 調査の概要

本アンケートは、産業廃棄物処理実績等報告の今後の提出方法や公表について、産業廃棄

物処理実績等報告（平成１７年度分）の提出対象者（事業者（多量（指定）排出事業者・施

設設置事業者 、処分業者（処理業者・収集運搬業者 ）を対象として、アンケート調査を実） ）

施した。

アンケート調査票は、県内の処分業者、多量（指定）排出事業者及び施設設置事業者を全

数調査対象とし、収集運搬業者については無作為抽出(約 ％)した。15
総発送数は 件で、回答数は 件、回収率は ％であった。841 576 68.5

19 2 5 2 20なお、アンケートの発送は、平成 年 月 日に郵便により実施し、回答期限を 月

日とした。

表 アンケート発送、回収状況6.1
属性 発送数 回収数 回収率

162 161 99.4%県内処分業者

408 266 65.2%排出事業者

271 149 55.0%収集運搬業者

841 576 68.5%計
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6.2 アンケート調査結果

)実績等報告の提出方法について1
実績等報告の提出方法について 電子化 ホームページ等による提出や電子メールによる、「 （

提出依頼 を望ましい が ％で最も多く 次いで 今のままでよい が ％となってい） 」 、 、「 」48 44
る。(図 )6.1

電子報告が望ましいと回

答された割合を事業所属性

4別にみると、処理業者が

％、事業者が ％となっ5 49
ている また 処理業者及び。 、

事業者とも従業者数が多い

ほど電子報告を望む割合が

高くなっている。(図 )6.2
なお 電子報告の内容とし、

て 福島県(郡山市 いわき、「 、

市)のホームページ等の画面

等から 提出 送信 できる、 （ ）

ようにしてほしい」が ％、36
「報告の提出依頼(報告様式)は、郵送でなく電子メールで受けとれるようにしてほしい」が

％となっている。(表 )30 6.2

図 実績等報告の電子報告を望む割合(事業者属性別)6.2

図 実績等報告の提出方法について6.1
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表 実績等報告の提出方法について6.2

【問1】現在の実績等報告の提出は、事業所を所管する地方振興局又は郡山市、

いわき市に郵送等で提出する仕組みになっていますが、貴社が今後望ましいと思

われる提出方法について該当する記号に○を付けてください。(A、Bに限り両方

選択可)
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)実績等報告の電子報告について2
今後 実績等報告の提出を電子媒体を用いて報告することを原則とした場合について 電、 、「

子ファイルを希望 が ％で最も多く 次いで 従来のように書面を希望 が ％となっ」 、 、「 」70 29
ている。(図 )6.3

電子ファイルによる

報告が希望すると回答

された割合を事業所属

性別にみると、処理業者

が ％ 事業者が ％65 75、

となっている。また、処

理業者及び事業者とも

従業者数が多いほど電

子報告を望む割合が高

くなっている。(図 )6.4

図 電子ファイルによる報告が希望すると回答された割合(事業者属性別)6.4

図 実績等報告の電子報告について6.3
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表 実績等報告の電子報告について6.3

【問2】今後、実績等報告の提出を電子媒体※を用いて報告すること

を原則とした場合、貴社の意向に該当する記号に○を付けてくださ

い。
※電子媒体とは、現在、県のホームページで報告様式を市販ソフト(エクセル形式)

を用いて作成していますが、これらの電子ファイルで提出すること。
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) 実績等報告の提出状況の公表について3
今後、実績等報告を提出された事業所名を福島県のホームページなどで公表することにつ

いて 「積極的に公表しても、

よい が ％ 公表しても」 、「7
よい」が ％となってお49

、 「 」り ％が 公表してよい56
となっている。なお 「公表、

」 、してほしくない が ％16
何ともいえない が ％「 」 28

となっている。(図 )6.5
実績等報告の提出状況を

公表してもよいと回答され

た割合を事業所属性別にみ

ると 処理業者が ％ 事、 、58
52 6.業者が ％となっている。(図

、表 )6 6.4

図 実績等報告の提出の公表してもよいと回答された割合(事業者属性別)6.6

図 実績等報告の提出状況の公表について6.5
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表 実績等報告の提出状況の公表について6.4

【問3】今後、実績等報告を提出された事業所名を福島県のホームページなどで公

表することについて、貴社の意向に該当する記号に○を付けてください。
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実績等報告の提出状況を「公表してもよい」と回答した理由として、処理業者及び事業者

とも「廃棄物の適正処理に係る事業所の管理状況を外部にアピールできる」が最も多く、そ

れぞれ ％ ％となっている 次いで 書類の提出状況を自社で容易に確認できる が61 52、 。 、「 」

％、 ％となっている。(図 、表 )34 29 6.7 6.5
また 公表してほしくない と回答した理由として 処理業者及び事業者とも 公表され、「 」 、 「

ることに対して何らのメリットがない が最も多く それぞれ ％ ％となっている (図」 、 、 。83 81
、表 )6.8 6.6

図 実績等報告の提出状況を「公表してもよい」と回答した理由6.7

図 実績等報告の提出状況を「公表してほしくない」と回答した理由6.8
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表 実績等報告の提出状況の公表について（公表してもよい理由）6.5

表 実績等報告の提出状況の公表について（公表してほしくない理由）6.6

【問4】問３で「公表してもよい」と回答された、その理由に該当する記号

に○を付けてください。（複数回答）

【問5】問３で「公表してほしくない」と回答された、そ

の理由に該当する記号に○を付けてください。（複数回答

）
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) 実績等報告の提出内容の公表について4
実績等報告の提出状況が福島県のホームページ等で公表されるとなった場合に公表しても

よい項目と回答された状況は以下のとおりである。

、「 」 、 、「 」 、処理業者においては 事業所名 が ％で最も多く 以下 事業所の所在地 が ％77 71
「取り扱い品目」が ％となっている。63
事業者においては 事業所 が ％で最も多く 以下 事業所の所在地 が ％ 年間、「 」 、 、「 」 、「67 59

54 6.9 6.の処理総量又は発生量などの個別情報を除く量的状況 が ％となっている (図 表」 。 、

)7

図 実績等報告の提出内容の公表について6.9
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表 実績等報告の提出内容の公表について6.7

【問6】今後、実績等報告の提出状況が福島県のホームページ等で公表されるとなっ

た場合、公表してもよいと思われる項目に該当する記号に○を付けてください。（

複数可）
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) 各種集計結果の公表について5
産業廃棄物に関する基礎情報の公表・公開について、事業所が希望する項目は以下のとお

りである。

処理業者においては 県内で発生する産業廃棄物の発生 中間処理 再利用 最終処分の、「 、 、 、

状況 が ％で最も多く 次いで 県内外を超えて処理される廃棄物の状況 が ％ 以」 、 、「 」 、73 37
下 産業廃棄物処理施設の立地状況 が ％ 多量排出事業者等の発生及び処理状況 が、「 」 、「 」35

％となっている。27
事業者においては 県内で発生する産業廃棄物の発生 中間処理 再利用 最終処分の状、「 、 、 、

況」が ％で最も多く、次いで 「産業廃棄物処理施設の立地状況」が ％、以下 「県内73 34、 、

外を超えて処理される廃棄物の状況」が ％ 「多量排出事業者等の発生及び処理状況」が33 、

％となっている。(図 、表 )29 6.10 6.8

図 産業廃棄物に関する基礎情報の公表・公開を希望するの項目6.10
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表 産業廃棄物に関する基礎情報の公表・公開を希望するの項目6.8

【問7】今後、福島県では提出された報告情報を基に、福島県をとりまく産業廃棄

物の実態と平成17年度に策定した廃棄物処理計画に掲げた廃棄物適正処理に関す

る目標等の進捗状況を管理する基礎情報としてとりまとめていく予定です。

また、これらの基礎情報を広く公表・公開することを検討していますが、貴社で

公表・公開を希望する項目に該当する記号に○をつけてください。（複数可）
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産業廃棄物に関する基礎情報の公表・公開について、事業所で期待される活用内容は以下

のとおりである。

処理業者においては 「廃棄物処理市場(マーケット)把握に活用」が ％で最も多く、次、 57
いで 今後の資源化 減量化促進の検討に活用 が ％ 以下 自社の処理(または発生)、「 、 」 、 、「43
状況と県全体の比較等による自社内での改善等の検討」が ％ 「自社の取り組みの評価に39 、

活用」が ％となっている。28
事業者においては 自社の処理(または発生)状況と県全体の比較等による自社内での改善、「

」 、 、「 、 」 、等の検討 が ％で最も多く 次いで 今後の資源化 減量化促進の検討に活用 が ％54 53
、「 」 、「 」以下 廃棄物処理市場(マーケット)把握に活用 が ％ 社内の環境教育等資料に活用35

が ％となっている。(図 、表 )34 6.11 6.9

図 産業廃棄物に関する公表・公開情報で期待される活用内容6.11
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表 産業廃棄物に関する公表・公開情報で期待される活用内容6.9

【問8】問７で選択された項目が公表・公開された場合、貴社において期待される活

用内容について該当する記号に○をつけてください。（複数可）
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6.3 アンケート調査結果のまとめ

)電子化による実績等報告の提出・報告について1
実績等報告の提出について ％の事業所が 表計算ソフト等を活用した電子ファイルで提71 「

出を希望」しており、 ％の事業所が従来のような「書面で提出を希望」している。29
また、報告方法については、 の事業所が福島県(郡山市、いわき市)のホームページ等48%

の画面等からの提出 送信 又は電子メール等を望んでいる なお 今のままでよい(郵送等（ ） 。 、

による提出)が となっている。44%
この結果から、記入の容易性や報告の簡易性(書面への印字が不要)等から多くの事業所で

電子ファイルによる提出を望んでいるが、記入後の報告方法は郵送等による希望も約半数を

占めており、実績等報告書の提出媒体、報告媒体として両者の電子化を希望する事業所は全

体の半数である なお 従業者数が 人未満の事業所においては 提出・報告を従来のよう。 、 、10
な書面、郵送等による方法を多くの事業所で希望している。

図 実績等報告の今後の提出方法6.12

)実績等報告の提出内容の公表について2
実績等報告の提出内容の公表は 廃棄物の適正処理に係る事業所の管理状況を外部にアピ、「

ールできる」等を理由により ％の事業所で公表を希望している。逆に 「公表されること56 、

に対して何らメリットがない」等の理由から ％の事業所で公表を希望していなかった。16
また、提出事業が福島県のホームページ等で公表されるとなった場合に公表してもよい項

目(「公表してほしくない」又は「何ともいえない」と回答した事業所を含む)として「事業

所名 「事業所の所在地」が多く回答されている。」、
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図 実績等報告の提出内容の公表について6.13

)各種集計結果の公表について3
提出された実績等報告から産業廃棄物に関する基礎情報の公表、公開の項目として、 割7

の事業所で「県内で発生する産業廃棄物の発生、中間処理、再利用、最終処分の状況」を希

望しており 「自社の処理(または発生)状況と県全体の比較等による自社内での改善等の検、

討 「今後の資源化、減量化促進の検討 「廃棄物処理市場(マーケット)把握」に活用する」、 」、

ことが期待されている。

表 各種集計結果の公表項目と活用内容6.10
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第7章 平成18年度実績報告書等の改善について

平成 年度実績については 「新報告書様式による提出（従来の複数様式から一括報告書17 、

式 「エクセルによる電子報告様式による提出可能」と２点の改善が行われた。）」、

しかしながら 「電子報告された情報であるが、何らかの問題で手作業により整備した」、

ものも少なくなかった。

、 、 。そこで 平成 年度の実績報告提出に向けて 問題点のレベルや対応策を以下に整理した18

)エクセルシート名の報告者による修正1
【内容】

○シート名を勝手に修正してある。

例えば 「様式 業Ａ○○工場分 「様式 業 (廃プラ) 「様式 業 (がれき類)」、 」、 」、- - D - D
【対策】

○極力勝手に修正しないよう「記入要領」等にて指示する方法もあるが、エクセルマクロの

機能を活用することで、シート名を修正された場合でもあっても自動的に様式を識別し集計

することが可能であるため、記入要領等へ記載を行わないこととした。

) エクセルシートとの報告者による追加2
【内容】

○シートの多数追加

処分業者のうち 種類ごとにシートを分けて報告している事業者が見られ 最大で シー、 、 120
トもあった。

【対策】

○可能な限り１シートで作成することを「記入要領」等にて指示する方法もあるが、エクセ

ルマクロの機能を活用することで、シートが複数作成された場合でもあっても自動的に様式

を識別し集計することが可能であるため、記入要領等へ記載を行わないこととした。

)不足する記入欄3
【内容】

○様式Ｂ(保管、中間処理施設、埋立施設)で行が不足。

様式Ｂでは 保管が 件 中間処理施設が 件 最終処分場が 件まで記載できる様式で、 、 、8 7 3
す。

平成 年度実績では 規定様式で不足する事業者が 保管： 社 中間： 社 埋立： 社17 4 3 0、 、 、 、

。 、 、 、 、 。であった また 最大報告数は 保管が 行 中間が 行 最終処分場が 行であった22 22 3
【対策】

○記載欄が不足する対象者は少ないことから、様式はそのままとするが、必要な場合はシー

トをコピーし追加することを記入要領に記載した。
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)規定様式への行、列の追加4
【内容】

○行、列の追加

（ ） 、「 」 、最も多かった 報告者自らが行った 様式の修正は 報告者の氏名 欄の下段に１行挿入し

「代表者氏名欄」を追加するものであった。

【対策】

○様式中に「行」を追加し、記載例では空欄とした。

、 、 （ ） 、○また 様式―業Ａについては 廃棄物処理法１８条 条例６１条 の報告聴取であるので

、 （ ） （ ）報告者の氏名は法人名を記載させることとし 記入例 処理業者用 にも法人名 ○○資源

とした。

) 様式Ｂの中間処理能力欄に数値以外の基数や時間の記載5
【内容】

○様式Ｂにおいて、中間処理能力欄に数値以外の基数や時間の記載が一部みられた。

【対策】

○基数や時間は備考欄に記入することを記入要領に記載した （様式－業、事 共通）。
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) 様式Ａの「報告する様式の有無」の未記入6
【内容】

○様式Ａの「報告する様式の有無」

例えば、様式 には「実績なし」と記載してあり、様式Ａでは 「 有り」を選択してあD 1:、

る。

【対策】

○実績が無い場合は「報告する様式」を「 無し」とすることを記入要領に記載した。0:

)重複報告7
【内容】

○重複報告（１）

同一の内容物を「郡山市・いわき市 「振興局」に提出している。」、

○重複報告（２）

産業廃棄物処分業者が、事業者用の「事―様式Ａ、Ｂ、Ｃ」も重複報告している。

【対策】

○発送名簿上の重複より発生する重複報告については、発送名簿の重複整備により対応する

こととした。

) 様式Ｄ，Ｅの「自」と「業」の間違い8
【内容】

○様式Ｄ，Ｅの「自」と「業」の間違い

【対策】

○委託者の区分の説明を記入要領に記載した。

) 単位に関する外字9
【内容】

○単位に関する外字

ｍ やリットルについて 外字で報告されているもがあり 文字化けしており判断できな3 、 、

いものがあった。

【対策】

○「ｍ 「 」で記入することを記入要領に記載した。3 L」

○また、併せて、回答様式のワークシート中の入力欄に セルの入力規則 を設定して当該文" "
字列以外の入力を制限する対応を行った。

、 、 、○更に エクセルが不慣れな場合 対応に苦慮される方からの問い合わせも想定されるため

設定以外の文字が入力された場合は、エラーメッセージを出すように設定した。なお、集計

の際は、エクセルのＶＢＡを用いて、統一することとした。
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▼ 修正（業－Ｄ）
既存の記入例の木くず欄を用いて、単位をｍ３とした。

▼ 修正（業－Ｅ）
既存の記入例の木くず欄を用いて、単位をｍ３とした。

▼ 修正 ： セルの入力規制」の設定「

◆入力できる文字（ここでの主な目的は、外字の制御であることから、外字以外で想定され

る入 力文字は、入力できるように設定した ）。

t,kg,m3,L,T,M3,KG,l・半角

, , ,M , ,m3・全角 ｔ ｋｇ ｍ３ ３ Ｌ

・他 台、本、頭

◆規制箇所

・様式－業 Ｃ、Ｄ、Ｅ の単位欄

・様式－事 Ｃ の単位欄
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) 多量排出の定義（汚泥の脱水）10
【内容】

○多量排出の定義（汚泥の脱水）

脱水後の汚泥を発生量と定義している事業者がいます。

【対策】

○脱水前量が発生量となることを記入要領に記載した。

) 施設設置事業者であって 「多量排出事業所でない」場合の様式Ｆの取り扱い11 、
【内容】

○施設設置事業者であって 「多量排出事業所でない」場合の様式Ｆの取り扱い、

【対策】

○当面、そのままとした。

) 様式 （３）の追加について12 F
【内容】

○成 年度の多量排出事業者等の様式―事 ・ ( )で報告された「委託処理量」と産業廃17 F F 2
棄物の収集運搬、処理・処分実績報告書で報告された「受託量」を比較して、火力発電

所から発生している「ばいじん」で大きな差が見られた （受託量が少ない）。

【対策】

○委託処理量が１万トンを超える場合に事業者に限り、様式―Ｆ( )を追加報告してもらう3
こととし、実績報告書データを活用した毎年度の産業廃棄物の排出・処理状況の把握の充実

を図ることとした。

また、本様式を報告（委託量１万トンを超える）の該当者は、火力発電所のみであり、様

式追加による混乱は少ないものと思われる。


